
2 

東海市条例第１６号 

 

東海市営住宅条例の一部を改正する条例 

  

東海市営住宅条例（平成９年東海市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「身体障害者」を「身体障がい者」に改め、同条第２項ただし書中

「障害」を「障がい」に改め、同項第２号中「その障害」を「その障がい」に、「掲げ

る障害」を「掲げる障がい」に改め、同号ア中「身体障害 身体障害者福祉法施行規

則」を「身体障がい 身体障害者福祉法施行規則」に改め、同号イ中「精神障害（知

的障害」を「精神障がい（知的障がい」に改め、同号ウ中「知的障害」を「知的障が

い」に、「精神障害」を「精神障がい」に改め、同項第３号中「障害」を「障がい」に

改め、同項第８号イ中「第１０条第１項（」を「第１０条第１項又は第１０条の２（こ

れらの規定を」に改め、「において」の次に「読み替えて」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


